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割引契約施設利用証 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【対 象 者・対象施設】 

 当組合ホームページの「割引契約施設」をご覧ください。 

※資格喪失後、扶養取消後は利用できません。 

【利用方法】 

①「共済事業ガイドブック 2025」の巻末から「割引契約施設利用証」を切り取り、 

必要事項を記入。 

 ②対象施設の利用時又は予約時に、「割引契約施設利用証」を提示。 

 

「所属所名」、「記号番号」、「氏名」（被扶

養者氏名）は、事前に記入してください。 

 

被扶養者の追加があったときは加筆し、

取消となったときは二重線で訂正して

ください。 

 

料金等詳細につきましては、 

各施設へ直接お問い合わせください。 

この利用証は、 

「共済事業ガイドブック 2025」の巻末に

綴込みされています。（ピンク色） 

切り取ってご使用ください。 


